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平成２６年清瀬市議会第２回定例会 
市長提出議案 

議案番号等 議  案  名  等 概              要 
議決日 
結 果 

議    案 

第 ３２ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（清瀬市

市税条例の一部を改正する条例） 

去る３月３１日に公布された地方税法等の一部を

改正する法律(平成２６年法律第１０号)の施行に伴

い、清瀬市市税条例の一部を改正する条例(平成２

６年清瀬市条例第１５号)を地方自治法第179条第１

項の規定により専決処分したので、同法同条第３項

の規定により議会に報告するとともに、承認を求め

るものです。 

 

 主な内容 

１ 専決処分番号       平成２６年第２号 

２ 専決処分日       平成２６年４月１日 

３ 主な改正内容 

（１）平成２９年３月３１日までに耐震改修を行

い、一定の基準に適合する建築物について、２

か年度間にわたり当該家屋に係る固定資産税額

の２分の１に相当する額を減額する規定を設け

たものです。 

（２）その他所要の調整をしました。 

 

6月25日 

承  認 

議    案 

第 ３３ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（清瀬

市都市計画税条例の一部を改正

する条例） 

 

 

去る３月３１日に公布された地方税法等の一部を

改正する法律(平成２６年法律第１０号)の施行に伴

い、清瀬市都市計画税条例の一部を改正する条例

(平成２６年清瀬市条例第１６号)を地方自治法第

179条第１項の規定により専決処分したので、同法

同条第３項の規定により議会に報告するとともに、

承認を求めるものです。 

 

 主な内容 

１ 専決処分番号       平成２６年第３号 

２ 専決処分日       平成２６年４月１日 

３ 主な改正内容 

地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年

法律第１０号）の施行に伴い、条例において引用

する地方税法の条項が改められたため、条例の一

部を改正したものです。 

6月25日 

承  認 
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議    案 

第 ３４ 号 

 

 

専決処分の報告について（清瀬

市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例） 

去る３月３１日に公布された地方税法施行令の一

部を改正する政令(平成２６年政令第１３２号)の施

行に伴い、清瀬市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例 (平成２６年清瀬市条例第１７号)を地方

自治法第179条第１項の規定により専決処分したの

で、同法同条第３項の規定により議会に報告すると

ともに、承認を求めるものです。 

 

主な内容 

１ 専決処分番号       平成２６年第４号 

２ 専決処分日       平成２６年４月１日 

３ 主な改正内容 

  低所得者の国民健康保険税の軽減措置を拡大す

るため、国民健康保険税の５割軽減及び２割軽減

世帯の軽減判定所得を引き上げたことに伴い、条

例の一部を改正したものです。 

 

6月25日 

承  認 

議    案 

第 ３５ 号 

 

清瀬市人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 地方公務員法の一部を改正する法律（平成２５年

法律第７９号）の施行に伴い、職員の人事行政の運

営において、任命権者が地方公共団体の長に報告し

なければならない事項に「職員の休業の状況」が加

えられたため、法律の改正に沿って条例の一部を改

正するものです。 

 

6月25日 

可 決 

議    案 

第 ３６ 号 

 

 

清瀬市長等の給与に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 市長及び副市長に支給している現時点での月額給

料額を基準とし、本年７月に支給する月額給料額を

この基準額からそれぞれ１０％減額する一部改正を

するものです。 

 

6月 9日 

可 決 

議    案 

第 ３７ 号 

 

 

清瀬市道の路線の認定について 

 

私道の寄附受入れ、開発に伴う無償譲渡等によ

り、新たに市道の路線を認定するものです。 

 

清瀬市道3395号線 

 （中里五丁目、清瀬小学校北側） 

清瀬市道3396号線 

 （野塩三丁目、円福寺南側） 

清瀬市道3397号線 

（中里三丁目、中里山戸広場南側） 

清瀬市道1341号線 

（下清戸四丁目、長命寺東側） 

 

6月25日 

承  認 
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議    案 

第 ３８ 号 

 

 

清瀬市立清瀬第三小学校北校舎大

規模改造工事（建築）請負契約 

市は、来る５月２２日に「清瀬市立清瀬第三小学

校北校舎大規模改造工事（建築）」の請負業者選定の

ため、指名競争入札方式による入札会を開きます。 

この建築請負工事の予定価格が１億５千万円以上

であるため、選定した業者と正規に契約を締結する

には「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例」第２条の規定により議会の議

決を必要とします。 

そのため、契約金額、契約業者等の要件を取りま

とめた議案を提案するものです。 

なお、入札及び契約の詳細は入札終了後に説明し

ます。 

 

主な内容 

１ 契約件名 清瀬市立清瀬第三小学校北校舎大規模

改造工事（建築）請負契約 

２ 工事対象延床面積       ２，４４０㎡ 

３ 主な工事内容 

（１）防水改修 屋上防水膜、ひび割れ・欠損部の

補修、防水加工等 

（２）外壁改修 爆裂・欠損部の補修、上塗装等 

（３）内装改修 床＝教室のフローリング研磨、廊

下のＰタイルを撤去してシー

ト新設等 

        壁＝教室、廊下及び階段の塗装、

スクールパーテーション撤去

及び新設 

       天井＝木下地共撤去及び新設 

（４）家具改修 収納と棚、ロッカー、掃除用具入

れの撤去及び新設、掲示板クロスの

張替 

（５）昇降機改修 給食用エレベータの交換 

 

6月 9日 

可 決 

議    案 

第 ３９ 号 

 

 

清瀬市立清瀬第二中学校北校舎大

規模改造工事（建築）請負契約 

市は、来る５月２２日に「清瀬市立清瀬第二中学

校北校舎大規模改造工事（建築）」の請負業者選定の

ため、指名競争入札方式による入札会を開きます。 

この建築請負工事の予定価格が１億５千万円以上

であるため、選定した業者と正規に契約を締結する

には「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例」第２条の規定により議会の議

決を必要とします。 

6月 9日 

可 決 
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そのため、契約金額、契約業者等の要件を取りま

とめた議案を提案するものです。 

なお、入札及び契約の詳細は入札終了後に説明し

ます。 

 

主な内容 

１ 契約件名 清瀬市立清瀬第二中学校北校舎大規模

改造工事（建築）請負契約 

２ 工事対象延床面積       ３，３４７㎡ 

３ 主な工事内容 

（１）外壁改修 爆裂・欠損部の補修、上塗装等 

（２）内装改修 床＝教室のフローリング研磨、廊

下のＰタイルを撤去してシー

ト新設等 

        壁＝教室及び廊下の塗装、スクー

ルパーテーション撤去及び新設 

（３）家具改修 収納と棚、ロッカー、掃除用具入

れの撤去及び新設、掲示板クロスの

張替 

（４）昇降機改修 給食用エレベータの交換 

（５）正門及び通用門（４箇所）の撤去並びに新設 

 

議    案 

第 ４０ 号 

 

 

 

清瀬市オンブズパーソンの選任に

ついて 

 

 

清瀬市オンブズパーソンの任期満了に伴い、新た

に清瀬市オンブズパーソン条例第７条第２項に基づ

き清瀬市オンブズパーソンを選任するため、同条同

項の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

選任候補者 

住 所  東京都多摩市聖ヶ丘二丁目３７番地の５ 

氏 名  関
せき

 根
ね

  靖
やす

 弘
ひろ

 

 

6月25日

同 意 

 

 

議    案 

第 ４１ 号 

 

 

 

清瀬市オンブズパーソンの選任に

ついて 

 

 

清瀬市オンブズパーソンの任期満了に伴い、新た

に清瀬市オンブズパーソン条例第７条第２項に基づ

き清瀬市オンブズパーソンを選任するため、同条同

項の規定により議会の同意を求めるものです。 

 

選任候補者 

住 所  東京都西東京市泉町五丁目３番２号 

氏 名  岩
いわ

 崎
さき

  昭
あきら

 

 

6月25日

同 意 

 


